
【重要】 

 

ＥＭＳで 物品（荷物） を発送される際は 

「国際郵便の危険物申告書」の添付が必須です。 

添付がないと集荷してもらえません！ 

       ※ＥＭＳの書類の送付時は不要です。 

 

申告用紙は、総務係の郵便棚のＥＭＳ伝票ＢＯＸにあります。 
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